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１．ＡのＣに対する建設資材の撤去の請求は，甲の所有権に基づく物権的請求権に基づく

ものと考えられる。物権の直接性から物権的請求権は認められると解するが，甲にはＢ

のために譲渡担保権が設定されている。そして，譲渡担保は，実質的には債権担保を目

的とするが，形式的には所有権移転という形をとる。そこで，このような場合でも設定

者に目的物の所有権が認められるのかについて，譲渡担保権の法的性質をいかに解する

かが問題となる。 

思うに，譲渡担保権設定契約における当事者の合理的意思は，あくまで債権の担保に

ある。従って，譲渡担保権者には一種の担保物権を認めれば十分であり，目的物の完全

な所有権まで認める必要はない。よって，債権担保という実質面を重視して，目的物の

所有権は設定者に残り，譲渡担保権者は被担保債権の範囲内で目的物の価値を支配する

という一種の担保物権を取得するにすぎないと解する。 

２．そうすると，甲を譲渡担保に供しても甲の所有権はＢに移転せず，設定者Ａにある。

しかし，甲については譲渡担保を原因とするＢ名義の所有権移転登記がなされており，

Ａは甲の登記を備えていない。そこで，登記がなくても，ＡはＣに対して甲の所有権を

対抗できるかどうかが，177 条の「第三者」の意義と関連して問題となる。 

この点，177 条の「第三者」とは，登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をい

うと解する。なぜなら，177 条が登記による公示を要求した趣旨は，不動産取引の安全

を図ることにある以上，不法占有者や無権利者等を含ませる必要はないからである。 

本問のＣは，甲の不法占有者であり，177 条の「第三者」には当たらない。従って，

Ａは，登記を備えていないが，Ｃに対して，甲の所有権を対抗できる。 

３．以上より，Ａは，甲の所有権に基づく物権的請求権を行使して，Ｃに対して建設資材

の撤去を請求することができる。 

問 1 
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一．設問(1)について 

１．債務者が弁済期に債務を弁済しない場合には，譲渡担保権者は譲渡担保権を実行して

目的物の所有権を取得できる。しかし，譲渡担保の目的が債権担保にある以上，目的物

の適正評価額が被担保債権額を上回る場合には，譲渡担保権者は清算義務を負い，他方，

債務者は，弁済期の到来後も，譲渡担保権の実行手続が完了するまでは，債務を弁済し

て目的物を受け戻すことができると解する。 

２．しかし，本問では，弁済期の経過後，Ａが弁済する前に，Ｂは目的不動産の甲を第三

者Ｄに譲渡しており，このような場合でも，Ａは受戻権を行使できるかが問題となる。 

  思うに，債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には，債権者は，帰属清算型か処

分清算型かを問わず，目的物を処分する権能を取得し，債権者がこの権能に基づいて目

的物を第三者に譲渡したときは，原則として，譲受人は目的物の所有権を確定的に取得

し，債務者は，債権者に清算金の支払いを請求できるにすぎず，受戻権を行使すること

はできなくなると解する。そして，このことは，第三者が背信的悪意者であっても異な

らないと解する。なぜなら，権利関係の早期確定や債権者の清算金の支払資金の確保，

さらには，債権者は，譲受人が背信的悪意者に当たるかどうか確知できるわけではない

ということを考慮すべきだからである。 

３．以上より，Ｄが背信的悪意者か否かを問わず，Ｂが甲をＤに譲渡し，Ｄへの移転登記

も経由した以上，Ｄは甲の所有権を確定的に取得し，Ａは受戻権を行使できない。よっ

て，Ａは，債務全額を遅延利息とともに提供して，甲の受戻しを求めることはできない。 

二．設問(2)について 

１．甲を占有しているＡは，Ｄの明渡請求に対して，留置権（295 条）を主張してこれを

拒否できないかが問題となる。 

  設問(1)で述べたように，Ｄが甲の所有権を確定的に取得し，甲の受戻しが認められな

い場合でも，Ａは，Ｂに対して，4,000 万円の清算金支払請求権を取得する。この清算

金支払請求権は甲に関して生じた債権であり，両者には物と債権との牽連性も認められ

るから，Ａは，Ｂに対する清算金支払請求権を被担保債権として，甲につき留置権を行

使することができる。そして，留置権は物権であり債務者以外の第三者に対しても主張

できるから，ＡはＤに対しても留置権を主張できる。 

２．以上より，清算金の支払いを受けるまでは，Ａは，Ｄの請求に応じる必要はない。 

第 5 問 答 案 用 紙 ＜ 2 ＞ 

（ 民  法 ）  
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１．Ａは，Ｂに対する金銭債権 100 万円を回収するため，ＢがＣに対して有する金銭債権

100 万円（本件債権）を差し押さえ，裁判所による債権差押命令がＣに送達されている。

公的機関である裁判所による差押命令の第三債務者への送達も確定日付ある通知と同視

される。他方，本件債権はＤに譲渡され，Ｄも確定日付ある通知を備えている。債権譲

渡における第三者に対する対抗要件は，確定日付ある通知または承諾である（467 条２

項）。そこで，差押債権者と確定日付ある通知を備えている債権譲受人との間の優劣の基

準が問題となる。 

  思うに，債権譲渡における対抗要件制度（467 条）は，債権譲渡の有無についての債

務者の認識を通して，債務者によってこれが第三者に表示されうることを根幹として成

立している。そして，債務者が債権譲渡の有無を認識するには通知の到達が必要である。

従って，裁判所による債権差押命令の送達の日時と確定日付ある通知の到達した日時の

先後により差押債権者と債権譲受人との間の優劣を決すべきと解する。 

２．本問では，裁判所による債権差押命令のＣへの送達よりも先にＤへの債権譲渡につい

ての確定日付ある通知がＣに到達している。よって，Ｄが本件債権を確定的に取得し，

債務者に対する対抗要件も備えているから（467 条１項），ＤはＣに対して 100 万円を支

払うよう請求できる。他方，Ａは，Ｄに劣後する以上，Ｃに対しても本件債権の差押え

を主張できず，Ｃから本件債権を取り立てることはできない。 

第 6 問 答 案 用 紙 ＜ 1 ＞ 

（ 民  法 ）  

問 1 
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１．問１で論じたように，差押債権者と債権譲受人との間の優劣も確定日付ある通知の到

達の先後により決すべきと解するが，本問では，裁判所の債権差押命令がＣに送達され

た日時とＢの債権譲渡通知がＣに到達した日時の先後が不明である。そこで，確定日付

ある通知の到達の先後が不明である場合，その優劣をいかに解すべきかが問題となる。 

  思うに，到達の先後が不明の場合には，いずれの通知が先に到達したか証明できない

以上，同時に到達したものと扱うのが相当である。そして，同時に到達した場合には，

差押債権者と債権譲受人との間では互いに優先しえないが，そうかといって債務者が誰

にも弁済しなくてよいというのも不当である。従って，債務者との関係では対抗要件（467

条１項）を備えているから，差押債権者や債権譲受人は債務者に対しては債権全額の弁

済を請求でき，債務者は，譲受人（差押債権者）の一人に対して弁済したなどの理由が

ない限り，弁済を拒否できないと解する。 

２．一方で，確定日付ある通知の到達の先後が不明であるから，Ｃは，債権者不確知を理

由として 100 万円を供託でき，債務を免れることができる（494 条）。そして，供託され

ると，ＡとＤはこの供託金還付請求権の帰属を争うことになるが，この場合の両者の関

係が問題となる。 

  この点，前述のように，差押債権者や債権譲受人は債務者に対して譲受債権の全額の

弁済を請求できるが，差押債権者と債権譲受人との間では，互いに相手方に対して自己

が優先的地位にある債権者であることを主張できない。とすれば，被差押債権額と譲受

債権額との合計額が供託金額を超過するときは，差押債権者と債権譲受人は，公平の原

則に照らし，被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を按分した額の供託金還付請

求権をそれぞれ分割取得するものと解すべきである。 

３．以上より，供託により，Ｃは債務を免れる。そして，本問では，被差押債権額と譲受

債権額の合計額は 200 万円であり，100 万円の供託金額を超過するから，ＡとＤは，被

差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を按分した額，すなわち，50 万円の供託金還

付請求権をそれぞれ分割取得することとなる。 

 

第 6 問 答 案 用 紙 ＜ 2 ＞ 

（ 民  法 ）  
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【解答への道】 

 

 Ⅰ 合 格 ラ イ ン  

 

 過去３年の問題と異なり，判例をベースにした典型的な事例での出題であり，また，基本

論点の出題比率も高かったことから，ここ数年と比較すると，易しいと感じられる問題であ

った。 

ただ，第５問は，担保物権の分野からの出題ではあったが，最頻出の抵当権ではなく，譲

渡担保の問題であったため，これに動揺して崩れた方もいた可能性もある。逆に，第６問は，

債権譲渡の基本論点が出題されており，この部分については得点できた方も多かったと思わ

れる。全体としては，第６問の基本論点部分でベースの得点を確保し，それに第５問の基本

部分での得点を少し上積みできれば，合格ラインに達するであろう。 

 

＜第５問＞ 

１．問１について 

  ＡのＣに対する建設資材の撤去の請求は，甲の所有権に基づく物権的請求権に基づくも

のと考えられる。ここでは，物権的請求権の根拠も問題となるが，論述があれば，相当の

評価はされるという程度と考えていいだろう。甲にはＢのために譲渡担保権が設定されて

おり，譲渡担保は，実質的には債権担保を目的とするが，形式的には所有権移転という形

をとる。そこで，このような場合でも設定者に目的物の所有権が認められるかが問題とな

り，譲渡担保権の法的性質が論点となる。これは，譲渡担保の最も基本的な論点の一つな

ので，本問でも最低限この部分は論述してほしいところである。ここで所有権的構成説に

立ってもＡの請求を否定すべきではない。解答例のように担保権的構成説に立てば，Ａに

は甲の所有権があることになる。しかし，甲については譲渡担保を原因とするＢ名義の所

有権移転登記がなされていることから，登記がなくても，ＡはＣに対して甲の所有権を対

抗できるかどうかが，177 条の「第三者」の意義と関連して問題となる。登記のない者か

らの物権を根拠とする請求の可否が問われているので，この点も論じるべきであろう。 

２．問２設問(1)について 

  本問は，譲渡担保権の実行に関わる問題であり，譲渡担保権者による弁済期後の目的物

の譲渡と設定者(債務者)の受戻権の行使の可否が論点となる。まず，債務者が期限に弁済

しない場合，譲渡担保権者は，譲渡担保権を私的実行して，譲渡を受けた財産から優先弁

済を受けることができるが，目的物の評価額が被担保債権額を上回る場合は清算義務を負

い，他方，債務者は，弁済期の到来後も，譲渡担保権の実行手続が完了するまでは，債務

を弁済して目的物を受け戻すことができる(受戻権)というの判例・通説である。このこと

を前提としつつ，解答例のように，債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には，債権

者は，帰属清算型か処分清算型かを問わず，目的物を処分する権能を取得し，債権者がこ

の権能に基づいて目的物を第三者に譲渡したときは，原則として，譲受人は目的物の所有

権を確定的に取得し，債務者は，債権者に清算金の支払いを請求できるにすぎず，受戻権
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を行使できなくなるとするのが判例である。また，判例は，このことは第三者が背信的悪

意者の場合でも異ならないとする。これに対して，帰属清算型の場合，第三者が 94 条 2

項の類推適用により清算金の負担のない完全な所有権を取得したという場合を除き，目的

物が第三者に譲渡されても，清算金の提供があるまでは，債務者は第三者との関係でも受

戻権を行使できると解する見解もある。こちらの立場で論じても問題はない。いずれにし

ても，この論点は，判例の見解を巡り，その支持・不支持で学説も対立する難問であり，

この部分を正確に論証できなくても問題はない。部分点をもらえれば儲けものと考えてい

いだろう。 

３．問２設問(2)について 

  甲の受戻しが認められない場合に，Ｄからの明渡請求にＡが無条件で応じなければなら

ないとすると，Ａは清算金も確実に取得できるかどうかわからない。そこで，Ａは，Ｂに

対する清算金支払請求権を被担保債権として，Ｄに対して留置権を主張できないかが問題

となる。受戻しが認められない場合に，留置権の主張まで否定したのでは，あまりに債務

者の利益保護に欠ける。ここでは，Ａの留置権の行使を肯定すべきであろう。ただ，この

問題も，他人の物の占有者が明渡請求をされているケースという点から，留置権に言及で

きていれば部分点で十分勝負できるだろう。 

４．合格点について 

  問２は難問であるが，問１の譲渡担保権の法的性質は基本論点である。問１の基本部分

でしっかり得点し，それに問２の部分点を加えて，何とか素点レベルで４割程度の得点は

確保したい。 

 

＜第６問＞ 

１．問１について 

  差押債権者と確定日付ある通知を備えている債権譲受人との間の優劣が問題となる。裁

判所の債権差押命令の第三債務者への送達も確定日付ある通知と同視されるので，本問は，

債権が二重譲渡された場合の譲受人双方の通知に確定日付がある場合の二重譲受人間の優

劣という基本問題と同様の問題と考えていい。ただ，最初から，債権の二重譲渡の問題と

して論じていても，致命的な減点はされないであろう。 

  判例・多数説は，債権譲渡の対抗要件制度の構造を根拠に，到達時説をとる。確定日付

説もあるが，問題文の内容から，本問では到達時説で論ずるべきであろう。これは，債権

譲渡の最も基本的な論点のひとつであり，到達時説の論証はしっかり書いてほしいところ

である。また，この部分は，問２にもつながるので，ここが書けていないとかなり厳しい。

本問では，先に確定日付ある通知が到達しているＤが優先するが，「Ａ，Ｃ，Ｄ三者の法律

関係を説明しなさい。」と問われているので，Ｄが優先するというだけでなく，Ｃとの関係

についても触れた結論でまとめる必要がある。この結論部分の書き方で，微妙な差がつく

可能性もある。 

２．問２について 

  本問も，出発点は，差押債権者と確定日付ある通知を備えている債権譲受人との間の優
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劣が問題となる。問１と異なり，本問では，通知の到達の先後が不明であるが，この場合

は，同時到達したものとして取り扱うとするのが判例・通説である。そして，同時到達の

場合，差押債権者と債権譲受人との間では互いに優先しえないが，差押債権者や債権譲受

人は債務者に対しては債権全額の弁済を請求でき，債務者は，譲受人(差押債権者)の一人

に対して弁済したなどの理由がない限り，弁済を拒否できないと解するのが判例・通説で

ある。通知の到達の先後が不明の場合，同時到達したものとして取り扱うという点の指摘

がなくても，それほど気にする必要はないが，同時到達の場合の処理については論じてほ

しい。 

  ただ，本問では，Ｃが債権者不確知を理由として供託している。供託により債務者は債

務を免れ，債権者は供託金還付請求権を取得する。そこで，Ｃに対して債権全額の弁済を

請求できる立場にあったＡとＤはこの供託金還付請求権の帰属を争うことになり，この場

合の両者の関係が問題となる。この点，判例は，差押債権者と債権譲受人は，公平の原則

に照らし，被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を按分した額の供託金還付請求権

をそれぞれ分割取得すると解している。この部分は，応用論点なので，正確な論述ができ

た受験生は少ないだろう。部分点をとれれば十分である。 

３．合格点について 

  問２の供託金還付請求権の帰属については差はつかないであろう。ただ，問１の到達時

説や問２の同時到達の場合の処理については，高得点をとれた人もかなりいると思われる。

それを考慮すると，問１，問２を併せて，素点レベルで少なくとも６割程度は確保したい

ところである。 

 

 Ⅱ 答練との対応関係  

 

＜第５問＞ 

全答練  第２回 第５問 

直前答練 第３回 第１問 

＜第６問＞ 

基礎答練 第３回 第１問 

 

 

 


